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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

第１章 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

（１）背景 

市の学校施設は、昭和 54 年の千葉ニュータウンの街開きを契機とし

て、ほぼ同時期に集中的に整備が進められ、全公共施設延べ床面積の 6割

以上を有しています。このうち全ての小中学校の校舎が築 30 年以上とな

りました。平成 15 年からは昭和 56 年以前の建築物の耐震化に着手し、補

強が必要とされる建築物の補強工事をするとともに、老朽化対策工事を平

成 27 年度まで行ってまいりました。 

近年では、平成 17 年から平成 22年までに西白井地区での土地区画整理

事業、笹塚地区におけるニュータウン事業と根地区や冨士地区の市街化調

整区域の開発による短期的な特殊要因の影響を大きく受けた学校の児童数

が増加し、七次台小学校や白井第三小学校などの校舎を増築してきました

が、平成 26 年 3月末に千葉ニュータウン事業が終了したこと、また、同

年 4月から都市計画法に基づく開発許可等を行う事務処理市に移行して市

街化調整区域の開発を抑制したことを踏まえると、今後は児童数が急増す

るような開発は行われないと考えられることから、単に教室校舎の増築で

はなく図書室棟を増築の上、既存校舎の図書室を普通教室に転用するな

ど、校内の教室配置を意識した整備を行うとともに必要最小限の増築に努

めてまいりました。さらに、全ての普通・特別教室へのエアコン設置、

ICT 環境の整備、バリアフリー化に加え、桜台小学校・桜台中学校では給

食センター方式への移行に伴う食物アレルギーへの対応を進めるなど、学

校施設の環境改善を推進しています。 

第１章 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

（１）背景 

本市の学校施設は、昭和 54 年の千葉ニュータウンの街開きを契機とし

て、ほぼ同時期に集中的に整備が進められ、全公共施設延べ面積の 6割

以上を有しています。このうち築 30 年以上の建築物の占める割合は 7割

以上となりました。平成 15 年からは昭和 56年以前の建築物の耐震化に

着手し、補強が必要とされる建築物の補強工事をすると共に、老朽化対

策工事を平成 27年度（2015 年度）まで行ってまいりました。 

近年では、平成 17 年から平成 22年までに西白井地区での土地区画整

理事業、笹塚地区におけるニュータウン事業と根地区や冨士地区の市街

化調整区域の開発による短期的な特殊要因の影響を大きく受けた学校の

児童数が増加し、七次台小学校や白井第三小学校などの校舎を増築して

きましたが、平成 26年 3 月末に千葉ニュータウン事業が終了したこと、

また、同年 4月から都市計画法に基づく開発許可等を行う事務処理市に

移行して市街化調整区域の開発を抑制したことを踏まえると、今後は児

童数が急増するような開発は行われないと考えられることから、単に教

室校舎の増築ではなく図書室棟を増築のうえ既存校舎の図書室を普通教

室に転用するなど、校内の教室配置を意識した整備を行うとともに必要

最小限の増築に努めてまいりました。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

また、学区毎の住民の年齢構成を見ると、地域ごとに差異が顕在化して

きています。前述の街開きに集中整備された学校教育系施設は、今後改築

の時期が重なること、近年の物価高騰に伴い、大規模改修や建替えに多額

の費用が必要になることが明らかになってきており、これらの適正な維持

管理も他自治体と同様に課題となっています。 

文部科学省の資料によると、学校施設の改築までの平均年数は、鉄筋コ

ンクリート造の場合、概ね 42 年となっていますが、適切な維持管理がな

され、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には 70～80 年程

度、さらに、技術的にはそれ以上持たせるような長寿命化も可能とされて

おり、今後は長寿命化を図り、予防保全型のさらなる推進、中長期的な維

持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を実現しつつ、安

心安全を最優先の上、学校施設に求められる機能を確保することが求めら

れています。また、長寿命化の実施に当たっては、単に数十年前の建築時

の状態に戻すだけでなく、その機能や性能を現在の学校が求められている

水準まで引き上げ、安全で安心な施設環境の確保、教育環境の質的向上、

地域コミュニティや防災の拠点施設形成を図りつつ、省エネルギー化、再

生可能エネルギーの活用、木材の活用、バリアフリーなど現代の社会的要

請に応じた整備を行っていくことが求められています。 

 

 

 

 

また、学区毎の住民の年齢構成をみると、地域ごとに差異が顕在化す

ることが想定されるとともに、前述のまちびらきに集中整備された学校

教育系施設は、引き続き大規模改修や建替えに多額の費用が必要になる

と考えられており、これらの適正な維持管理も他自治体と同様に課題と

なっています。 

文部科学省の資料によると、学校施設の改築までの平均年数は、鉄筋

コンクリート造の場合、おおむね 42 年となっていますが、適切な維持管

理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には 70～80

年程度、さらに、技術的にはそれ以上持たせるような長寿命化も可能と

されており、今後は長寿命化を図り、予防保全型の管理への転換、中長

期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を実現

しつつ、安心安全を最優先のうえ、学校施設に求められる機能を確保す

ることが求められています。また、長寿命化の実施にあたっては、単に

数十年前の建築時の状態に戻すだけでなく、その機能や性能を現在の学

校が求められている水準まで引き上げ、安全で安心な施設環境の確保、

教育環境の質的向上、地域コミュニティや防災の拠点施設形成を図りつ

つ、省エネルギー化、再生可能エネルギーの活用、木材の活用、バリア

フリーなど現代の社会的要請に応じた整備を行っていくことが求められ

ています。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

（２）目的 

「白井市学校施設の長寿命化計画（以下「本計画」という。）」は、長寿

命化の対象となる施設を中心として、予防保全型の管理のさらなる推進、

中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を実

現しつつ、安全安心を最優先の上、学校施設に求められる機能を確保する

ことを目的として策定するものです。児童・生徒数の減少及び学校施設の

老朽化の進行、物価高騰による更新費用の増大に加え、令和 8年 3月の白

井市公共施設等総合管理計画の改定を踏まえ現在の状況を反映するため、

本計画を改定することとしました。 

なお、本計画は白井市公共施設等総合管理計画（令和 8年 3月）に基づ

く個別施設計画と連携を取りつつ、文部科学省の学校施設環境改善交付金

の交付を受けようとする地方公共団体に提出を義務付けている施設整備計

画は、本計画に基づき策定していきます。 

 

（３）計画期間 

令和 2年度～令和 41 年度（5年ごとに見直し） 

白井市公共施設等総合管理計画では、平成 29 年度（2017 年）から令和

38 年度（2056 年）までの 40 年間を計画期間としていますが、本計画では

令和 2年度（2020 年）から令和 41 年度（2059 年）までの 40 年間としま

す。ただし、期間内であっても将来の児童・生徒数の変化、社会経済状況

の変化、社会的要請に応じた整備、国の補助制度などの動向により、柔軟

に計画を見直すこととします。 

（２）目的 

「白井市学校施設の長寿命化計画（以下「本計画」という。）」は、長

寿命化の対象となる施設を中心として、予防保全型の管理への転換、中

長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を実

現しつつ、安心安全を最優先のうえ、学校施設に求められる機能を確保

することを目的として策定します。 

 

 

 

なお、本計画は白井市公共施設等総合管理計画（平成 29年 3 月）に基

づく個別施設計画に関連づけるとともに、文部科学省の学校施設環境改

善交付金の交付を受けようとする地方公共団体に提出を義務付けている

施設整備計画は、本計画に基づき策定していきます。 

 

（３）計画期間 

令和 2年度～令和 41 年度（5年ごとに見直し） 

白井市公共施設等総合管理計画では、平成 29 年度（2017 年）から令

和 38 年度（2056 年）までの 40 年間を計画期間としていますが、本計画

では令和 2年度（2020 年）から令和 41年度（2059 年）までの 40 年間と

します。ただし、期間内であっても将来の児童・生徒数の変化、社会経

済状況の変化、社会的要請に応じた整備、国の補助制度などの動向によ

り、柔軟に計画を見直すこととします。 
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 今回の改定は、令和 2年 3月の計画策定以来、初の定期見直しとなりま

す。 

 

（４）対象施設 

市が保有する学校施設（小学校、中学校）を対象とします。  

表 1-1 対象施設 

 

上記の学校教育系施設のうち、次の建物を対象とします。 

 ・校舎（渡り廊下、昇降口等の機能上不可分な小規模の建物を含む） 

 ・体育館（柔剣道場を含む） 

 ・プール付属棟 

・部室、倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）対象施設 

本市が保有する学校施設（小学校、中学校）を対象とします。 

  

 

上記の学校教育系施設のうち、次の建物を対象とします。 

 ・校舎（渡り廊下、昇降口等の機能上不可分な小規模の建物を含む） 

 ・体育館（柔剣道場を含む） 

 ・プール付属棟 

・部室、倉庫 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 学校施設の目指すべき姿 

2-1.確かな学力と豊かな心と体を育む教育環境の整備 

基礎的・基本的な学力を身につけるきめ細やかな指導を行うため、

担任、補助教員等による ICT 教育への対応や、特別支援教育など多様

な学習に対応する施設整備を進めます。 

 

2-2.子どもが安全で安心して学べる施設の整備 

児童・生徒が安全で安心して有意義な学校生活が過ごせるように、

防犯や施設の安全性に配慮した施設整備を図るとともに、障がいの有

無を問わず多様な使用者を想定し、安全に施設を使用できるようバリ

アフリー化のほか多言語表記やユニバーサルデザインを取り入れるこ

とを目指します。 

また、地球環境に配慮し、持続可能な社会の実現のため、LED 照明

や人感センサー付き照明、節水型便器、直結給水方式の導入などを進

めます。 

 

2-3.地域コミュニティや防災の拠点施設の整備 

各小学校区で福祉・子育て・防犯・防災などの様々な分野につい

て、地域の特性に応じ、小学校区を単位に市民が主体となり地域の課

題解決や魅力の創出に取り組む「小学校区まちづくり協議会」の活動

の拠点や場として位置付け整備をします。 

また、児童の放課後の居場所、地域の生涯学習活動の場としての総



〇白井市学校施設の長寿命化計画新旧対照表 

8 

 

新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合型地域スポーツクラブや様々な世代が気軽に集まり交流できるサロ

ンなど、地域コミュニティの中核施設としての学校施設の在り方につ

いて検討し整備をします。さらに、地域の防災拠点、避難所としての

役割を担う施設として整備を進めます。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

第２章 学校施設の実態と課題 

（１）学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

①対象施設一覧 

  市には小中併せて 14 校の学校施設があり、小学校全体の延べ床面積

は 54,964 ㎡、中学校全体は 37,757 ㎡、合わせて 92,721 ㎡となりま

す。小学校の 1校当たりでは、3,827 ㎡～7,102 ㎡、中学校の 1校当た

りでは、7,055 ㎡～8,121 ㎡となっています。なお、土地所有について

は白井第二小学校の校庭の一部 845 ㎡、白井第三小学校のプール用地

1,627 ㎡を借用しています。 

  小中学校の規模は、半数以上が適正規模校（12～24 学級）となってい

ますが、小学校・中学校ともに小規模校（11 学級以下）が各 3校ありま

す。本計画の策定時（令和 2年 8月）と比べると、小学校では大規模校

（25 学級以上）が 2校減少して 0校となる一方、小規模校が 1校増加し

ました。中学校でも小規模校が 1校増加しました。今後も児童生徒数の

変動や地域の人口動態を注視し、小規模校の増加傾向に対しては、教育

環境の質を維持するための対策が求められます。 

また、全ての小学校の校舎内外に学童保育室を設けているほか、新た

に大山口小学校と南山小学校にまちづくり協議会の集いの場が設置され

るなど複合化・併設化が進んでいます。・  

・・ 

 

第３章 学校施設の実態 

（１）学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

①・対象施設一覧 

  本市には小中併せて 14 校の学校施設があり、小学校全体の延べ面積

は 54,180 ㎡、中学校全体は 36,825 ㎡、合わせて 91,005 ㎡の延べ面積

となります。小学校の 1校当たりでは、3,774 ㎡～6,870 ㎡、中学校の

1校当たりでは、6,791 ㎡～8,060 ㎡となっています。なお、土地所有

については白井第二小学校の校庭の一部 845.49 ㎡、白井第三小学校の

プール用地 1,670.0 ㎡を借用しています。 

  小中学校の規模は、大部分は適正規模校（12～24 学級）となってい

ますが、小学校では大規模校（25学級以上）が 2校、小規模校（11 学

級以下）が 2校となり、中学校では、小規模校（11 学級以下）が 2校

となっています。 

  また、全ての小学校に学童保育室や防災施設が併設されるなど、複

合化が進んでいるといえます。  
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 2-1 対象施設一覧表 

 

 

 

 

 

表 3-1 対象施設一覧表 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

②児童生徒数及び学級数の変化 

市の「人口推計報告書」（令和 6年 12 月公表）に基づき、小中学校の

児童生徒数の将来推計を行った結果、小学校の児童数は一時的に増加す

るものの、長期的には減少傾向が続く見込みです。これに伴い、小学校

の通常学級数も減少していくと見込まれます。一方、中学校では、1学

級の上限人数が段階的に 35 人へ引き下げられます。具体的には、令和 8

年度は 1年生を 40 人から 35 人に、令和 9年度は 1・2年生を 35 人に、

令和 10 年度以降は全学年を 35 人となります。これにより、生徒数の減

少に比べて通常学級数の減少は緩やかになる見込みです。 

 

表 2-2 これまでの小中学校の児童生徒数及び将来推計（人） 

 

 

②・児童生徒数及び学級数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 これまでの小中学校の児童生徒数及び将来推計（人） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

※1・児童生徒数の将来推計方法は下記のとおりです。 

・児童生徒数は、白井市「人口推計報告書」（令和 6・年 12・月）で推計し

た人口に就学率を乗じることで推計 

しました。 

・就学率は、推計において国私立の学校等に就学し、指定校に就学しない

児童生徒を加味するために設定し 

たパラメータであり、小学校では「1・年生児童生徒数/当該学区の 6・歳人

口または 12・歳人口」を令和 3・年か 

ら令和 7・年の各年で計算し、その平均値を採用しました。 

 

表 2-3・これまでの小中学校の通常学級数及び将来推計（学級） 

 

※2・通常学級数の将来推計方法は下記のとおりです。・ 

・小学校の通常学級数は、児童数推計で得られた各学校・各学年の児童数

を、1・学級当たりの上限人数である 35 人で除すことで推計しました。・ 

・中学校の通常学級数は、生徒数推計で得られた各学校・各学年の生徒数

を、1・学級当たりの上限人数で除・して推計しました。なお、令和・8・年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3 これまでの小中学校の学級数及び将来推計（学級） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

の・1・年生から・1・学級の上限人数が・35・人になることを踏まえ、上限人・

数を次のとおりとしました。・ 

・令和・8・年度：1・年生・35・人、2・3・年生・40・人・ 

・令和・9・年度：1・2・年生・35・人、3・年生・40・人・ 

・令和・10・年度以降：全学年・35・人 

 

市では、障がいのある子どもが自立し、社会参加するために必要な力

を培うため、個別支援学級を全ての小中学校に設置しています。個別支

援学級は、令和 3年度の 37 学級から令和 7年度には 52学級へと増加し

ており、今後も本取組の充実を図ってまいります。 

 

表・2-4・これまでの小中学校の個別支援学級数（学級） 

 

 

また、文部科学省では令和 5年 3月に不登校により学びにアクセスで

きない児童生徒をゼロにすることを目指し「COCOLO プラン」を策定し、

校内教育支援センター・の設置促進をしており、市では小学校 3校と中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇白井市学校施設の長寿命化計画新旧対照表 

14 

 

新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

学校 5校に「校内教育支援センター」を設置し、支援を行っています

が、今後は全校設置を目指し、取組を進めています。・ 

 

表・2-5・これまでの校内教育支援センター設置校及び目標値（校） 

 

【小学校】・ 

市立小学校の児童数は令和 7年 5月 1日現在 3,128 人（149 学級）であ

り、本計画の策定時（令和 2年 8月）と比べて 910 人（9学級）減少しま

した。児童数のピークは昭和 59 年（4,416 人）で、現在はピーク時の約

71％、令和 16 年時点では約 68％となっています。 

また、各校ごとの児童数の推移や将来推計については、図 2-4、2-5 に

示すとおり、平成 17 年から平成 22 年までに西白井地区での土地区画整理

事業、笹塚地区におけるニュータウン事業と根地区や冨士地区の市街化調

整区域の開発による短期的な特殊要因の影響を大きく受けた学校の児童数

が増加しましたが、平成 26 年 3月末に千葉ニュータウン事業が終了した

こと、また、同年 4月から都市計画法に基づく開発許可等を行う事務処理

市に移行して市街化調整区域の開発を抑制したことで、児童数が減少傾向

にあります。一方で、白井第三小学校区、清水口小学校区、南山小学校区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校】 

 市立小学校の児童数は令和元年 5月 1日現在 4,038 人（158 学級）で

す。児童数のピークは昭和 59 年（4,416 人）で、現在はピーク時の約

91％、令和 11 年時点では約 73％となっています。 

 

 また、各校毎の児童数の推移や将来推計については、図 3-4、3-5 に示

すとおり、平成 17 年から平成 22年までに西白井地区での土地区画整理

事業、笹塚地区におけるニュータウン事業と根地区や冨士地区の市街化

調整区域の開発による短期的な特殊要因の影響を大きく受けた学校の児

童数が増加しましたが、平成 26年 3 月末に千葉ニュータウン事業が終了

したこと、また、4月から都市計画法に基づく開発許可等を行う事務処

理市に移行して市街化調整区域の開発を抑制したことを踏まえると、今

後は児童数が急増するような開発は行われないと考えられ、全体的には
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

では、宅地開発による人口流入や結婚・子育て施策の効果による出生数の

改善を見込んでおり、これに伴い一時的に児童数が増加すると推計してい

ますが、長期的には減少傾向が継続すると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

減少していく見込みとなっています。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

【中学校】 

市立中学校の生徒数は令和 7年 5月 1日現在 1,834 人（65学級）であ

り、本計画の策定時（令和 2年 8月）と比べて 260 人（7学級）減少しま

した。生徒数のピークは平成元年（2,220 人）で、現在はピーク時の約

83％、令和 16 年時点では約 63％となっています。 

 また、各校ごとの生徒数の推移や将来推計については、図 2-6、2-7 に

示すとおり小学校と同様の減少傾向となっています。 

・  

 

 

 

【中学校】 

市立中学校の児童数は令和元年 5月 1日現在 2,094 人（72学級）で

す。生徒数のピークは 

平成元年（2,220 人）で、現在はピーク時の約 94％、令和 11 年時点では

約 75％となっています。 

 また、各校毎の生徒数の推移や将来推計については、図 3-6、3-7 に示

すとおり小学校と同様の傾向となっています。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

【中学校区】 

 市内全域の児童生徒数は、令和 7年 5月現在 4,962 人（214 学級）であ

り、本計画の策定時（令和 2年 8月）と比べて 1,170 人（16 学級）減少し

ました。平成 17年から平成 22 年までの各種開発の影響を受けた各中学校

区では増加を続けていましたが、その後は、児童生徒が急増するような開

発は行われず、平成 29年をピークとして全体的に減少傾向となっていま

す。 

また、桜台中学校区においては、平成 21年（866 人）と比較して減少し

ており、令和 7年時点では約 57％、令和 16 年時点では約 55％となってい

ます。 

 

【中学校区】 

 市内全域の児童生徒数は、令和元年 5月現在 6,132 人（230 学級）で

す。 

平成 17 年から平成 22年までの各種開発の影響を受けた各

中学校区では増加を続けていましたが、今後は児童生徒が急増するよう

な開発は行われないと考えられ、全体的に減少傾向となっています。 

また、桜台中学校区においては、平成 15年（1,126 人）をピークに減

少に転じ、現在ではピーク時の約 51％、令和 11年時点では約 40％とな

っています。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

表 2-15 中学校区の内訳 

 

 

 
表・3-12・中学校区の内訳 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

③・学校施設の配置状況 

表 2-16 学校施設配置図 

 

 

③・学校施設の配置状況  

表 3-13 学校施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井第一小学校 

桜台小学校 

桜台中学校 

白井第二小学校 

白井中学校 

白井第三小学校

 

池の上小学校 

七次台小学校 

七次台中学校 

南山小学校 

南山中学校 

大山口小学校 

大山口中学校 

清水口小学校
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

④施設関連経費の推移 

令和 3～7年度の 5年間の学校施設の施設関連経費は、約 4億～13 億

円で、5年間の平均は約 8.9 億円/年となりました。このうち大幅に増加

したその他施設整備費は、池の上小学校校舎改修工事を実施したことに

よります。一方、光熱水費については電気料金や電話料金の契約見直し

による削減を行ってきましたが、物価上昇の影響に伴い、増加となって

います。 

 

表 2-17 令和 3～7年度の 5年間の学校施設の施設関連経費（千円） 

 

④施設関連経費の推移 

平成 26～30 年度の 5年間の学校施設の施設関連経費は、約 3億～23

億円で、5年間の平均は約 9.0 億円/年となりました。このうち大幅に

増加した施設整備費は、白井第一小学校外２校の校舎大規模改造工事

（耐震・老朽）を実施したことによります。一方、光熱水費について

は電気料金や電話料金の契約見直しによる削減を行ってきましたが、

今後は普通教室空調設備設置に伴い、増加が見込まれます。 

 

表 3-14 平成 26～30 年度の 5年間の学校施設の施設関連経費（千円） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

※表中の数値は表示単位未満を四捨五入して表記しているため、合計が累

積と一致しない箇所があります。 

 

◎令和 3～7年度の 5年間の学校施設の主な施設整備費 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎平成 26～30 年度の 5年間の学校施設の主な施設整備費 

平成 26 年度 白井第一小学校校舎改修工事（耐震・老朽） 

平成 27 年度 南山小・中学校校舎改修工事（耐震・老朽） 

平成 28 年度 池の上小学校外構西側階段スロープ新設及び階段手すり

設置工事 

平成 29 年度 大山口中学校図書室増築・校舎一部改修工事 

七次台中学校プール水槽改修工事 

       ・桜台中学校テニスコート改修及び学童保育所撤去並びに

駐車場整備工事 

平成 30 年度 七次台小学校図書室増築・校舎一部改修工事 

白井第二小学校学童保育所設置に伴う、校舎内部改修工

事及び駐車場増設工事 

白井第三小学校プール水槽及びプールサイド改修工事 

 

◎平成 31年度以降で実施が決定している施設整備事業 

平成 31 年度 大山口中学校柔剣道場吊り天井耐震改修工事 

      ・ 白井中学校柔剣道場吊り天井耐震改修工事 

     ・  七次台中学校学校トイレ改修工事 

     ・・・ 大山口小学校プール水槽及びプールサイド改修工事 



〇白井市学校施設の長寿命化計画新旧対照表 

24 

 

新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

⑤学校施設の保有量 

◎対象施設の保有状況 

校舎や体育館のほかプール付属棟や部室・倉庫を含めると 87 棟で約

9.3 万㎡の建物を保有しており、系列別に見ると校舎が約 7.3 万㎡で

79％を占めていることから、校舎の長寿命化対策が重要な課題となりま

す。 

表 2-18 築年別整備状況表 

 

 令和 2年度 ・七次台中学校柔剣道場吊り天井耐震改修工事 

       ・池の上小学校学校トイレ改修工事 

 

⑤学校施設の保有量 

◎対象施設の保有状況 

  校舎や体育館のほかプール付属棟や部室・倉庫を含めると 85棟で約

9.3 万㎡の建物を保有しており、系列別にみると校舎が約 7.3 万㎡で

79％を占めていることから、校舎の長寿命化対策が重要な課題となり

ます。 

表 3-15 築年別整備状況表 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 2-19 築年別整備状況表中の系列分類配色表 

 
 

（その他の系列） 

・体育館・柔剣道場：約 1.7 万㎡（約 18％） 

・プール付属棟：約 0.1 万㎡（約 1％） 

・部室・倉庫類：約 0.2 万㎡（約 2％） 

 

  

 

  

  

 

 

表 3-16 築年別整備状況表中の系列分類配色表 

 
 

（その他の系列） 

・体育館・柔剣道場：約 1.7 万㎡（約 18％） 

・プール付属棟：約 0.1 万㎡（約 1％） 

・部室・倉庫類：約 0.2 万㎡（約 2％） 

 

⑥今後の維持・更新コスト（従来型）・ 

 校舎・体育館は大規模改造に併せて、概ね建築後 35 年で大規模改造

を実施してきましたが、これらを含めた対象施設を建築後 50 年で建替

え（改築）を実施するという従来型の更新サイクルを今後 40 年間続け

た場合の施設整備費のほか、運営費等（光熱水費、日常的な維持管理

費等）を含めた維持・更新コストは、40年間で 485 億円、1年当たり
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の平均額は 11.9 億円が必要となり、平成 26 年度から平成 30 年度まで

の直近 5年間に要した施設関連経費の平均年額である 9.0 億円に対

し、約 1.3 倍もの経費が必要という結果となりました。 

  特に令和 2年度からの直近 10年間で改築コストが増大し、40 年間

の必要経費のうち約 42％にあたる 207 億円もの経費が集中的に必要と

なるため、これまでとおり従来型の更新サイクルを継続することは困

難であり、また、児童生徒数の将来推計は令和 11 年時点でピーク時の

約 75％程度まで減少することから、本市の財政状況に配慮した見直し

が必要であるといえます。 

表 3-17 今後の維持・更新コスト（従来型） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

（２）学校施設の老朽化状況の実態 

①学校施設の老朽化状況の概要 

令和 6年度現在、白井市の小中学校について、校舎や体育館、倉庫な

どの学校施設ごとに整理すると、延べ床面積で見ると 72％、棟数で見る

と 67％が築 40年以上となっています。 

 

表 2-20 学校施設の築年数 

 

小学校 9校、中学校 5校の計 14 校のうち、令和 6年度現在、プール

の築年数が 40 年以上経過している小学校は 7校、中学校は 4校ありま

す。そのうち、50 年以上経過している小学校は 1校、中学校は 1校とな

っています。 

 

（２）学校施設の老朽化状況の実態 

①構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

調査の目的と方法 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 2-21 プールの築年数 

 

 

②学校施設の老朽化状況の詳細 

このように学校関連の施設の多くは老朽化が進んでおり、安全性や快

適性の確保、今後の改修や建替えの必要性が課題となっています。市

は、施設の劣化状況を把握するため、文部科学省が平成 29年 3 月に策

定した「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」に基づき、構造躯

体と構造躯体以外に分けて、公共施設の劣化状況を調査しました。 

構造躯体の調査は、平成 30 年度に、校舎・体育館・プール付属棟の

うち鉄筋コンクリート造の建物について行い、構造躯体からコンクリー

トコアを採取し、コンクリートの圧縮調査と中性化深さの状態を調査し

ました。また、旧耐震基準の鉄筋コンクリート造については、耐震診断

報告書によりコンクリート圧縮強度及び中性化深さの状態を確認しまし

た。なお、前回調査からの経過年数が短く、状況に大きな変化は生じて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市

は、公共施設の劣化状況を把握するため、文部科学省が平成 29年 3 月

に策定した「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」に基づき、

構造躯体と構造躯体以外に分けて、公共施設の劣化状況を調査しまし

た。 

構造躯体の調査は、校舎・体育館・プール付属棟のうち鉄筋コンク

リート造の建物について行い、構造躯体からコンクリート片を採取

し、コンクリートの圧縮調査と中性化深さの状態を調査しました。ま

た、旧耐震基準の鉄筋コンクリート造については、耐震診断報告書に

よりコンクリート圧縮強度及び中性化深さの状態を確認しました。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

いないと見込まれることから、本計画改定に当たって構造躯体の調査は

実施していません。 

構造躯体以外の調査は、建物ごとに「劣化状況調査票」を作成するこ

とにより、「屋根・屋上」、「外壁」、「内部仕上げ」、「電気設備」及び

「機械設備」の部位ごとに劣化状況を把握しました。構造躯体以外の調

査については、平成 30年度に構造躯体の調査と併せて実施済みである

ものの、本計画改定に際し、令和 6年度に再度実施しました。 

 

調査結果による判定基準   

（構造躯体の健全性）    

●コンクリート圧縮強度による判定  

  旧耐震基準の鉄筋コンクリート造については、耐震診断報告書に基づ

き、コンクリート圧縮強度が 13.5Ｎ/mm2 以下のもの、及び圧縮強度が

不明なものは「要調査」建物とし、試算上は「改築」とします。  

  旧耐震基準の鉄骨造、木造等の建物については、現場調査結果をもと

に判断し、概ね建築後 40 年以上で腐食や劣化の著しいものは「要調

査」建物とし、試算上は「改築」とします。 

  上記以外は、試算上の区分を「長寿命化」とします。 

 

●コンクリート中性化深さによる判定 

  中性化深さの測定値及び中性化速度を考慮し、「建物の耐震診断シス

テムマニュアル（鉄筋コンクリート造）」に基づき実施し、判定は JASS5

 

 

構造躯体以外の調査は、新耐震・旧耐震基準や建物構造に関係な

く、全ての校舎・体育館・プール付属棟について、「屋根・屋上」、「外

壁」は技師の目視により、「内部仕上げ」、「電気設備」及び「機械設

備」は修繕・改修や点検の履歴と経過年数により評価しました。 

 

 

②調査結果による判定基準   

（構造躯体の健全性）    

●コンクリート圧縮強度による判定  

  旧耐震基準の鉄筋コンクリート造については、耐震診断報告書に基

づき、コンクリート圧縮強度が 13.5Ｎ/mm2 以下のもの、及び圧縮強度

が不明なものは「要調査」建物とし、試算上は「改築」とします。  

  旧耐震基準の鉄骨造、木造等の建物については、現場調査結果を基

に判断し、概ね建築後 40 年以上で腐食や劣化の著しいものは「要調

査」建物とし、試算上は「改築」とします。 

  上記以外は、試算上の区分を「長寿命化」とします。 

 

●コンクリート中性化深さによる判定 

  中性化深さの測定値および中性化速度を考慮し、「建物の耐震診断シ

ステムマニュアル（鉄筋コンクリート造）」に基づき実施し、判定は



〇白井市学校施設の長寿命化計画新旧対照表 

30 

 

新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

にて規定している最小かぶり厚さ（30ｍｍ）と測定値・基準値を比較し

ますが、健全性の評価としては採用せず、今後の工事実施段階におい

て、評価する資料とします。 

表 2-22 長寿命化の判定フロー 

 

JASS5 にて規定している最小かぶり厚さ（30ｍｍ）と測定値・基準値

を比較しますが、健全性の評価としては採用せず、後の工事実施段階

において、評価する資料とします。 

表 3-18 長寿命化の判定フロー 

 



〇白井市学校施設の長寿命化計画新旧対照表 

31 

 

新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

（構造躯体以外の劣化状況等） 

劣化状況調査票では、「屋根・屋上」、「外壁」は技術者の目視によ

り、「内部仕上げ」、「電気設備」及び「機械設備」は修繕・改修や点検

の履歴と経過年数を基本に A・B・C・Dの 4段階で評価しました。な

お、電気設備や機械設備を有しない施設など、評価対象が一部存在しな

い場合は、該当部位に評価点が付与されないため、健全度は補正を行っ

た上で算定しています。 

表 2-23 各評価基準表 

 

（構造躯体以外の劣化状況等） 

「屋根・屋上」、「外壁」は技師の目視により、「内部仕上げ」、「電気設

備」及び「機械設備」は修繕・改修や点検の履歴と経過年数を基本に

A・B・C・Dの 4段階で評価しました。なお、電気設備や機械設備がな

い施設については、部位の評価点が付かないため、健全度は他の施設

と比べて、低くなります。 

 

表 3-19 各評価基準 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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表 2-24 劣化状況調査表 

 

表 3-18 劣化状況調査表 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

第 3章 (1)-⑥における建替え中心の従来型更新サイクルの見直し

として、第 1章 （2）目的のとおり長寿命化の対象となる施設を中心

として、中長期的な予防保全の観点から改修や建替えをすることでコ

スト縮減と平準化を図ることとし、建物情報一覧表（P.20）の長寿命

化判定に応じて以下の条件で長寿命化型のコスト試算を行ったとこ

ろ、40 年間で 107 億円、当初 10年間では 13.5 億円の削減となりまし

た。今後は目的の更なる達成のために、それぞれの施設において効率

的で的確な施設整備を行い、長寿命化改良事業（国庫補助）を活用し

ていく必要があります。 

表 3-20 試算の条件 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-21 今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

（３）近年の国の施策等が学校施設に与える影響 

近年、市のみならず、全国の教育現場において、少子化の進行や地域社

会の変化、さらに高度経済成長期に整備された公共施設の老朽化など、

様々な社会的課題が顕在化しています。これらの課題への対応として、国

では教育制度や学校施設のあり方の見直しが進められています。 

市においても、国の施策等が学校施設に与える影響を踏まえ、今後の学

校施設のあり方について検討を進めていきます。 

1. 教育環境の質の向上 

①小中一貫教育 

   義務教育段階における教育の質向上と、子どもの成長過程に応じた

切れ目のない学びの実現が求められる中、小中一貫教育の導入が全国

的に進められてきました。小中一貫教育は、従来の小学校・中学校の

区分を超え、義務教育 9年間を一体的に捉えることで、発達段階に応

じた教育課程の編成や、学校間・教職員間の連携強化、地域の実情に

即した教育活動の展開につながるものとされています。 

小中一貫教育は、一人の校長のもとで一つの教職員集団が一貫した

教育課程を編成・実施する 9年制の学校で教育を行う形態（義務教育

学校）と、組織上独立した小学校及び中学校が義務教育学校に準じる

形で一貫した教育を施す形態（小中一貫型小・中学校）の 2つに分類

されます。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 2-25 小中一貫教育の形態 

 

ア 義務教育学校（千葉県内の実施校：成田市立下総みどり学園 

等） 

義務教育学校は，一人の校長のもと、一つの教職員組織が置か

れ、義務教育 9年間の学校教育目標を設定し、9年間の系統性を確

保した教育課程を編成・実施する新しい種類の学校です。心身の発

達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから

一貫して施すことが学校の目的とされています。 

修業年限は 9年ですが、転出入する児童生徒への配慮等から、前
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

期 6年と後期 3年の課程に区分し、基本的には、それぞれ小学校及

び中学校の学習指導要領が準用されます。その上で、一貫教育の軸

となる新教科等の創設や、学年段階間・学校段階間での指導内容の

入替え等、一貫教育の実施に必要な教育課程上の特例を設置者の判

断で実施することが認められています。 

義務教育学校は、国立・公立・私立のいずれも設置が可能です

が、公立については、既存の小学校及び中学校と同様、市区町村の

学校設置義務の履行の対象であり、市区町村教育委員会による就学

指定の対象校となります。また、施設の形態についても、いわゆる

施設一体型だけでなく、前期課程と後期課程や学年段階の区切りに

応じて異なる施設を用いる施設隣接型や施設分離型の義務教育学校

を設置することも可能です。 

 

イ 併設型小・中学校（千葉県内の実施校：流山市立おおたかの森小

中学校 等） 

併設型小・中学校は、既存の小学校及び中学校の基本的な枠組み

は残したまま、義務教育学校に準じた形で 9年間の教育目標を設定

し、9年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校で

す。中学校区におけるこれまでの小中連携の取組を基盤として、一

貫教育にレベルアップさせるものとされています。 

これらの学校においては、①小学校と中学校の組織文化の違いを

乗り越える必要があること②3校以上の学校が連携・接続する形態
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があり得ること③一般的な小中連携と明確に区別する必要があるこ

と等を踏まえ、小中一貫教育の実質を適切に担保する観点から、小

中一貫教育を行うためにふさわしい運営上の仕組みを整えることが

要件です。 

また、一貫教育の軸となる新教科等の創設や、学校段階間での指

導内容の入替え等、一貫教育の実施に必要な教育課程の特例の実施

が設置者の判断によって認められます。 

一般的には、既存の小中学校の校舎が隣接している場合などは、

比較的実施しやすいと考えられます。 

 

ウ 連携型小・中学校 

ほとんどの場合、一貫して教育を行おうとする小学校と中学校の

設置者は同一であると考えられますが、設置者の異なる小学校と中

学校が一貫した教育を行おうとする場合も少数ながら想定されま

す。 

例：市町村の境界をまたぐ形で集落があり、子どもの通う小学校と

中学校がそれぞれ異なる事務組合立で設置されているケースな

ど 

そのような場合に適用される仕組みとして、連携型小・中学校の

制度が設けられました。 

学校同士の関係性や学校間の距離等について多様な組合せが考え

られることから、省令上、一律に教育を一貫して施すためにふさわ
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

しい運営の仕組みを整えることとする旨の規定は設けられていませ

んが、併設型小・中学校におけるふさわしい運営の仕組みも参考

に、小中一貫教育の実質が担保されるよう適切な運営体制を整備す

ることが求められます。 

 

②GIGA スクール構想 

国が推進する GIGA スクール構想は、児童生徒一人ひとりに情報端

末を配布し、学校に高速ネットワークやクラウド環境を整備すること

で、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正かつ個別最適

化された学びや創造性を育むことを目指して始まりました。その結

果、全国の学校のうち ICT 機器を「ほぼ毎日」または「週 3回以上」

活用する学校は 9割を超え、学力調査においても ICT 活用が学力向上

や学びの深化に寄与していることが示されています。 

一方で、学校間での活用格差、計画的な端末更新の必要性、ネット

ワーク速度が不十分な学校の存在、教職員が使用する校務支援システ

ムと児童生徒が使用する学習系ネットワークの連携による校務 DXの

推進など、様々な課題にも直面しています。 

市においても、令和 2年度に小中学校への 1人 1台端末の整備及び

校内通信ネットワーク（1Gbps）の整備を完了し、令和 3年度から本

格的な運用を開始しました。また、学習支援ソフト（デジタルドリル

を含む）や授業支援ソフトを活用し、日常的に資料や課題の配付、共

同編集による教材や資料の作成、リアルタイムでの考え方や意見の共
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

有など、積極的に ICT を活用しています。 

しかし、全国の学校と同様に、市においても ICT 活用の頻度に学校

間や教職員間で格差が生じていることから、各学校の ICT プロジェク

トリーダーとの研修や情報共有、ICT 支援員によるサポートを通じ

て、格差の縮減や ICT 活用指導力の向上に努めています。また、ICT

の活用が進むにつれて端末の性能やネットワークの通信速度に課題が

見つかったため、Next・GIGA スクール構想第 2期に向けて更新を行う

際には、ストレスなく活用できる端末の選定やネットワーク環境を整

備する必要があります。 

さらに、学校の働き方改革を実現するため、今後も校務 DXのさら

なる推進が求められます。 

  

2. 社会的要求に対応する最適化 

①省エネルギー化 

令和 2年 10 月、日本政府は令和 32 年までに温室効果ガスの排出を

全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指すこと

を宣言しました。また、市においても令和 4年 2月、令和 32 年まで

に二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現

に向けて取り組むことを表明しています。 

市では、環境負荷低減・省エネルギー推進の一環として、白井第二

小学校と白井中学校の校舎屋上に太陽光発電設備を設置しています。 

今後、「ゼロカーボンシティ」を実現するためには、従来以上に省
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

エネルギー化の徹底が求められるとともに、太陽光発電設備をはじめ

とした再生可能エネルギー設備の導入にも最大限取り組む必要があ

り、学校施設については、ZEB（ゼブ）・化を推進することが重要とさ

れています。 

文部科学省「学校施設の ZEB 化の手引き」によると、将来的な ZEB

化を目指し、まずは外壁や屋根、窓（外部建具）の断熱工事や、高効

率の空調設備・換気設備・照明器具の整備等により省エネを図ること

で、「ZEB・Ready」を目指すことが強調されています。これにより、予

算や建物の個別要因により ZEB 化が困難な大規模改修工事であって

も、省エネルギー化を段階的に実施することで、徐々に学校施設の

ZEB 化に近づけることが可能です。 
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表 2-26 ZEB 化の分類 
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 表 2-27 ZEB 化の分類と達成イメージ 

 

②小中学校の統廃合 

学校教育においては、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、

認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて一人ひとりの資質

や能力を伸ばしていくことが重要であり、小・中学校では一定の集団

規模が確保されていることが望ましいと考えられます。 

小規模校では、人間関係が固定化しやすく、教職員数や児童生徒数

が限られるため、多様な指導や行事・部活動の幅が縮小するなど、教

育上の課題があります。さらに、前述の GIGA スクール構想の推進や

省エネルギー化など、今後求められる教育施策への対応が困難となる

おそれもあります。また、規模の縮小に伴い教職員数が減少すると、

校務負担が増大し、授業研究など校内研修の時間確保が難しくなるな

ど、業務上の課題が生じます。加えて、学校施設の老朽化が進行する

など、公立学校を取り巻く環境も大きく変化しています。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

このような背景のもと、学校の統廃合を含めた、適正規模・適正配

置の検討が求められています。市においては、地域の実情に応じて，

教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりのための方策

を継続的に検討・情報収集を行ってまいります。 

学校規模の適正化の検討は、あくまでも児童生徒の教育条件の改善

の観点を中心に据え、学校教育の目的や目標をより良く実現するため

に行うべきものです。しかしながら、学校教育施設は、地域コミュニ

ティの核として、防災・学童・地域の交流の場などの機能を併せ持つ

ため、公共施設等総合管理計画に基づいて、まちづくりの視点を持っ

て全庁横断的に検討していく必要があります。 

なお、小規模校には制約が生じますが、北海道教育大学や北海道・

島根・鹿児島・栃木の各教育委員会が発行する手引等により、授業設

計の支援策が整備されている事例があります。また、徳島県の「徳島

モデル」では、遠隔合同授業やテレビ・ウェブ会議、1人 1台端末、

デジタル教科書の活用により、学びの質向上と業務効率化を両立して

います。市でも、これらの先行事例を踏まえ、教育の質を維持・向上

する施策の検討を進めます。 

 

③他の公共施設との複合化 

市では、令和 8年 3月に改定した公共施設等総合管理計画におい

て、「公共施設の最適配置基本方針」を定めています。公共施設の最

適配置とは、人口減少や厳しい財政状況、施設の老朽化、更新費用の
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

増大などの課題に対応し、変化する社会ニーズに応じて、市民サービ

スの維持・向上と財政負担の軽減・平準化を図るため、公共施設の効

率的かつ効果的な配置・管理を目指すものです。この方針には、施設

の集約化、複合化、移転、用途変更等が含まれます。 

今後、「公共施設の最適配置基本方針」に基づいて、複合化の必要

性が生じた場合には、今の教育水準を維持・向上させることを前提と

して、学校施設と他の公共施設との複合化についても検討します。 

なお、小学校の余裕教室については、これまでも校内教育支援セン

ターのほか、目的外利用として学童保育所などに活用されています。

小学校の複合化や併設の状況は、以下のとおりです。・ 
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表 2-28 小学校の複合化や併設の状況（令和 7年 12 月 31 日時点） 

 

学校施設と他の公共施設の複合化を行う場合、以下のような教育へ

の効果が期待される一方で、教職員の業務負担の増加など、様々な課

題も想定されます。今後、学校施設と公共施設の複合化を検討する際

には、複合化による効果と課題を十分に整理・検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇白井市学校施設の長寿命化計画新旧対照表 

53 
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＜効果＞ 

ア．施設機能の共有化による学習環境の高機能化・多機能化 

   図書館を複合化した場合、豊富な資料を授業等で利用することがで

きます。 

複合化により、施設機能の高機能化・多機能化を図ることができ、

児童生徒に多様な学習環境を創出することができます。 

 

イ．児童生徒と施設利用者との交流 

老人福祉施設を複合化した場合、授業の一環として、施設に通う高

齢者との交流を実施することができます。 

複合施設の利用者と交流の機会を設けたり、日常的に互いの施設で

の活動等を目にしたりすることで、児童生徒と施設利用者との交流を

深めることができます。 

 

ウ．地域における生涯学習やコミュニティの拠点の形成・利便性の向

上 

公民館を複合化した場合、児童生徒の学びの場が拡大することが期

待できます。また、地域住民に対して地域の連携や集いの場を提供す

るなど、地域コミュニティ拠点の形成が可能です。 

 

エ．専門性のある人材や地域住民との連携による学校運営の支援 

体育館を社会体育施設と位置付け、そこを拠点とする総合型地域ス
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

ポーツクラブが体育の授業や部活動の支援を行うことを考えられま

す。 

複合施設には様々な人材が集まるという特徴を生かし、学校の教育

活動や課外活動などに専門性のある人材を活用したり、地域住民の協

力を促したりすることで、児童生徒により高度な専門 知識に触れる

機会を創出したり、学校運営への支援が行われたりすることが期待で

きます。 

 

オ．効果的・効率的な施設整備 

   学校施設や公共施設等をそれぞれ単体で整備するよりも、複数の公

共施設等を複合施設として一体的に整備したり、既存学校施設を活用

したりすることにより、公共施設全体の整備費用の削減や支出の平準

化を図ることができます。 

  

＜課題＞・ 

ア．児童生徒の安全性の確保 

複合化する学校施設では、児童生徒が安心して学校生活を送れるこ

とを第一に施設の配置計画を策定し、入居する各施設においては、学

校運営の安全安心に配慮するよう、ハード・ソフトの両面から対応策

を検討することが必要です。 
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イ．学校の負担増とならない工夫 

学校施設と他の公共施設等を複合化する場合は、教職員の負担が増

加し、学校本来の教育活動に支障が出ないような工夫を行うことが必

要です。具体的には、以下の取組が考えられます。 

・学校施設と他の公共施設等の専用部分、共同利用部分の管理区分を

明確化する 

・庁内の関係部局が連携し、複合化する施設の計画、管理・運営方法

を明確化する 

・他の施設利用者の動線との交錯や音の問題で教育活動に支障が出な

いよう、施設配置や動線計画、防音対策などを工夫する 

・施設ごとの利用方法や利用時間、活動内容について情報共有を行

い、ルールを設定する 

・施設利用料や光熱水費等の会計区分等の明確化や一元化の可否等に

ついて検討する 

・清掃等の学校の管理に協力できる施設を優先的に複合化の対象とす

るなど、複合施設側に学校管理への協力を促すような仕組みを検討

する 

 

ウ．用途地域による法的な制約 

複合化する各施設の用途が、その立地の用途地域において建築可能

かどうかを確認する必要があります。各小中学校の立地状況と複合化

の検討に当たって考慮すべき事項は、次のとおりです。 
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表 2-29 学校施設の立地状況（令和 7年 9月 30 日時点） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 2-30 用途地域、地区計画に基づく複合化の検討に当たって考慮すべ

き事項の整理 

 

（考慮事項） 

❶：市街化調整区域であるため原則、建築行為や開発行為は不可 

❷：都市計画法 34 条に市街化調整区域の開発行為の可能性が記載さ

れているが、施設用途・規模等については詳細協議が想定される 

【例】第 1項公益上必要な建築物（学校・社会福祉施設・病院等） 

❸：埋蔵文化財包蔵地のため、開発・建築前に試掘等の調査が必要 

❹：大規模盛土造成地内のため経過観察・が想定される 

❺：用途地域に基づく建築可能な公共施設が限定される 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

【例】用途地域に基づく建築可能な公共施設：小学校、中学校、保育

園、学童保育、図書館、老人福祉センター等の市公共施設のほ

か、幼稚園、高等学校、巡査派出所、一定規模以下の郵便局、

病院、診療所、老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム等 

（※ただし、次の施設は不可：店舗 500 ㎡ 3F 以上、事務所、ホ

テル･旅館、倉庫等） 

❻：地区計画に基づく建築可能な公共施設が限定される 

【例】小学校、中学校、市長が公益上必要な建築物で用途上及び構造

上やむを得ないと認めて許可したもの 

類型：建替時の事前手続が多い施設の順に、「A：多」、「B：中」、「C：

少」と分類 

 

④体育館等への空調配備 

近年の猛暑日に対応する熱中症対策として、児童生徒の学校生活の

中心拠点となる校舎を最優先に、平成 31年度に普通教室、令和 5年

度に特別教室へ整備を行いました。 

体育館につきましては、災害時に地域の避難所としても利用される

ことから、市民全員の防災拠点として、避難者が一定期間快適に過ご

すための環境を整えていくことが求められる重要な施設であり、早期

に一斉に整備を進めてまいります。 
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⑤屋外プールの取り扱い 

市内の全ての小中学校では屋外プールが設置されており、夏季の水

泳授業など教育活動面で重要な役割を果たしています。 

しかし、全ての屋外プールが築 30年以上を経過し、老朽化に伴う

衛生・安全面でのリスク増大に対応した改修費用の財政負担は深刻で

す。また、近年の猛暑や異常気象により、授業回数減少や熱中症対策

が課題となっています。さらに、教職員の管理・指導負担も大きく、

夏季限定利用のため維持費と教育効果のバランスも問われています。 

全国の学校でプール管理業務の外部委託、民間プールや市営プール

の活用、学校間の共用化など、学校プールのあり方を見直す動きが広

まっており、市でも水泳授業の適切な実施とプール管理の負担軽減を

両立する手法を検討するなどの取組を進めるなど、引き続き学校施設

等の維持管理にかかる負担を軽減する仕組みづくりを検討してまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）将来コストの見通し 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

①従来型の将来コスト 

  校舎・体育館は大規模改造に併せて、概ね建築後 35 年で大規模改修

を実施してきましたが、これらを含めた対象施設を建築後 50 年で建替

え（改築）を実施するという従来型の更新サイクルを今後 40 年間続け

た場合の施設整備費のほか、運営費等（光熱水費、日常的な維持管理費

等）を含めた維持・更新コストは、40 年間で 860 億円、1年当たりの平

均額は 21.5 億円が必要となり、令和 3年度から令和 7年度までの直近 5

年間に要した施設関連経費の平均年額である 8.9 億円に対し、約 2.4 倍

もの経費が必要という結果となりました。なお、令和 2年 8月に本計画

を策定した際には、令和 2年度から 40年間の年間平均必要額を 11.9 億

円と試算しましたが、今回の試算では約 1.8 倍に増加しています。これ

は、物価や工事労務単価の上昇に伴う工事費単価の上昇に加え、年数経

過により期間内で更新が必要となる施設が増加したことによるもので

す。 

特に令和 8年度からの直近 10 年間で改築コストが増大し、40 年間の

必要経費のうち約 55％にあたる 476 億円もの経費が集中的に必要となる

ため、これまでの従来型の更新サイクルを継続することは困難です。ま

た、児童生徒数の将来推計は令和 16 年時点でピーク時の約 68％程度ま

で減少する見込みであり、今後の学校施設のあり方を検討する必要があ

ります。 

市においても、これまでコスト削減施策に積極的に取り組んできたも

のの、これらの取組の進展を上回る速度でコストが増加していく見込み
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

です。令和 2年 3月の計画策定時と比較すると、近年の物価高騰等によ

り建築単価が約 2倍となっており、最新の財政状況に配慮した見直しが

必要であるといえます。 

 

表 2-31 今後の維持・更新コスト（従来型） 

 

   

 

②長寿命化型の将来コスト 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

計画策定時と比較して、建替えを中心とした従来型の将来コスト見積

額は、より厳しい状況となっています。これを踏まえ、従来型更新サイ

クルの見直しとして、第 1章 （2）目的のとおり長寿命化の対象とな

る施設を中心として、中長期的な予防保全の観点から改修や建替えをす

ることでコスト縮減と平準化を図ることとし、令和 6年度に作成した劣

化状況調査表（P.21）の判定に応じて以下の条件で長寿命化型のコスト

試算を行いました。前回の計画と同様、目標使用年数経過後の施設の規

模を建替後も維持することを前提とした場合は、40 年間で 919 億円、1

年当たりの平均額は 23億円が必要となり、令和 3年度から令和 7年度

までの直近 5年間に要した施設関連経費の平均年額である 8.9 億円に対

し、約 3.7 倍もの経費が必要という結果となりました。しかしながら、

長寿命化した施設も令和 47 年度までに更新時期を迎えることにより、

従来型よりも長寿命化のコストが増えるため、維持・更新コストが大き

くなっています。 

そのため、長寿命化した施設の全てを単純に更新するのではなく、学

校規模の適正化や複合化を検討し、さらなる更新コストを平準化する必

要があります。今後、学校施設のあり方がどのような方針になっても対

応できるように、対象施設の「用途地域、地区計画に基づく複合化の検

討に当たって考慮すべき事項の整理」の類型により更新時期を調整し、

40 年間で 119 億円の削減としました。今後は学校施設のあり方や物価の

動向等を踏まえ、施設の改修計画を見直していく予定です。 

表 2-32 試算の条件 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 2-33 今後の維持・更新コスト（前回計画と同じ目標使用年数とした

場合の長寿命化型コスト） 

 

表 2-34 今後の維持・更新コスト（さらなる更新コストの平準化を行っ

た場合の長寿命化型コスト） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

（５）学校施設の抱える課題 

市の学校施設の抱える課題について、本章で実施した分析や学校関係者

へのアンケートを踏まえて、次のとおり課題を整理しました。 

１ ソフト面での課題 

学校教育の内容・手法が変化し、多様な学びを支える施設整備が必

要となっています。学習指導要領の見直しや、ICT 教育、インクルー

シブ教育、アクティブラーニング型授業など、新たな教育ニーズが存

在します。 

 

２ ハード面での課題 

校舎や体育館、プールといった施設の老朽化が進行しています。ま

た、老朽化した施設の更新・改修には多額の費用が必要となります

が、近年の物価高騰や資材価格の上昇がコスト増加を招いています。

さらに、改修、更新時期が一斉に到来し、財政的負担が増大する可能

性があります。 

新たな教育ニーズを踏まえつつ、今後のあるべき学校施設を早期に

検討し、それを実現するための施設整備に必要な費用負担と比較考 

量をしながら真に必要な施設を見極め、整備していく必要がありま

す。特に、学校関係者へのアンケートでは、体育館への空調配備や、

防犯対策の強化、通信速度向上等の ICT 環境改善についての意見が多

く見られます。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

３ 施設マネジメント面での課題 

学校施設の維持管理に必要な技術職員の確保が困難となっており、

専門人材の育成や外部委託の活用が必要になってきています。また、

教職員が施設管理業務を兼務するケースも多く、教職員の業務負担の

増加が懸念されています。より効率的かつ専門的な運営体制の構築が

求められます。 

今後、公共施設等総合管理計画における「公共施設の最適配置基本

方針」に基づいて、学校施設と他の公共施設の複合化等の検討が求め

られる場合、児童生徒の安全確保や教育活動への影響、教職員の負担

増に十分な配慮を行う必要があります。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

第３章 学校施設の目指すべき姿 

第 2章(5)で整理した学校施設の抱える課題を踏まえて、市の学校施設

の目指すべき姿として、安全安心な保育、学習の場の提供はもとより、新

しい教育への対応の実現、地域の拠点としての役割を担うため、次のとお

りとします。 

 

１ 確かな学力と豊かな心と体を育む教育環境の整備（ソフト面） 

基礎的・基本的な学力を身に付けるきめ細やかな指導を行うため、教

職員による ICT 教育への対応や、外国人児童・生徒の受入れ体制の充実

化、多様性（LGBT 等）への対応、不登校児童生徒への支援、特別支援教

育の充実など、多様な学習への対応を進めます。 

 

２ 子どもが安全で安心して、快適に学べる施設の整備（ハード面） 

子どもが安全に、安心して学べる教育環境を確保するため、老朽化対

策として、適切な点検を実施し、計画的な改修・修繕により安全・安心

な施設の維持が必要です。また、事業内容を詳細に検討し、できるだけ

部位をまとめるなどして効率的に改修を実施するとともに、大規模な場

合に費用負担軽減の一助として国庫補助金の活用を行います。また、今

後、公共施設等総合管理計画における「公共施設の最適配置基本方針」

に基づいて、学校施設のあり方の検討が求められる場合には、学校規模

の適正化や複合化を検討します。 

省エネルギー化については、「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

「ZEB・Ready」を目指します。GIGA スクール構想に基づいて、引き続き

端末の更新やネットワーク環境の改善等に取り組みます。また、防犯や

防災への対策など、施設の安全性に配慮した施設整備を図ります。さら

に、既存の設備を改修する際には、特定の人にとって障壁（バリア）と

なるものを取り除き、利用しやすくするバリアフリー化を推進します。

一方で、新しい設備を整備する際には、年齢、国籍、障害の有無にかか

わらず、全ての人が使いやすいように、最初から施設をデザインするユ

ニバーサルデザインを取り入れます。 

 

３ 教職員の負担軽減や地域コミュニティや防災の拠点施設の整備（施設

マネジメント面） 

専門人材の育成や外部委託の活用のほか、教職員の業務量が増加・多

様化している実態に鑑み、教職員が心身ともに健康な状態で教育活動に

従事できるよう、事務の負担や学校施設等の維持管理にかかる負担を軽

減できる仕組みづくりを進めます。 

公共施設等総合管理計画における「公共施設の最適配置基本方針」に

基づいて、学校施設と他の公共施設の複合化等を行う場合、児童生徒の

安全を確保した上で、現在の教育水準を維持・向上させるものであるこ

とが必要です。そのため、全庁的な取組体制のもと、施設管理や清掃、

防犯などの業務を複合施設の管理者・利用者や地域ボランティアへ分担

し、ルール作りや責任分担・の明確化による仕組みづくりを検討しま

す。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

第４章 学校施設整備の基本的な方針等 

（１）学校施設の規模・配置計画等の方針 

学校施設の規模・配置計画等の方針 

第 3章（1）-①対象施設一覧に記したとおり、小中学校 14校のうち

小規模校が 6校存在しているものの、市内の各地域にバランス良く配置

され、今後、複合化や地域コミュニティ施設として活用できることか

ら、現段階では現在の配置を維持していきますが、公共施設等総合管理

計画における「公共施設の最適配置基本方針」に基づいて、学校規模の

適正化や複合化については、まちづくりの視点をもって全庁横断的な調

査研究をしていきます。なお、検討の際は、今の教育水準を維持・向上

させることを前提とします。 

 

（２）改修等の基本的な方針 

①学校施設の長寿命化計画の基本方針 

(ア)既存学校教育施設の長寿命化改修 

長寿命化の判定があった施設の改築時期を、築 85 年程度となるよ

う、中長期的な予防保全の観点から長寿命化改良事業（国庫補助）を活

用し、効率的で的確な改修を行います。 

 

(イ)既存学校教育施設の適切な維持管理 

官民連携手法の積極的な活用により、民間事業者等の資金・施設・創

意工夫等を積極的に活用し、市の財政負担の軽減を行います。また、設

第４章 学校施設整備の基本的な方針等 

（１）学校施設の規模・配置計画等の方針 

学校施設の規模・配置計画等の方針 

第 3章（1）-①対象施設一覧に記したとおり、小中学校 14校のうち

適正規模にない学校が 6校存在しているものの、市内の各地域にバラ

ンス良く配置され、今後多機能化や地域コミュニティ施設として活用

できることから、原則として現在の配置を維持していきます。 

  

 

 

 

 

（２）改修等の基本的な方針 

①学校施設の長寿命化計画の基本方針 

(ア)既存学校教育施設の長寿命化改修 

長寿命化の判定があった施設の改築時期を、築 85 年程度となるよ

う、中長期的な予防保全の観点から長寿命化改良事業（国庫補助）を

活用し、効率的で的確な改修を行います。 

 

(イ)地域における公共施設の集約化や複合化 

各地域において市民と意見交換を行い策定される公共施設の個別施

設計画と、本計画との連携を行い集約化や複合化を行います。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

備機器の保守管理、点検、法定検査、維持管理などを包括的に委託する

包括管理業務委託を継続して実施するとともに、水泳授業の適切な実施

とプール管理の負担軽減を両立する手法を検討するなど、学校施設等の

維持管理にかかる負担を軽減する仕組みづくりを進めます。 

 

(ウ)必要な機能の整備 

新たな教育ニーズに対応するため、真に必要な学校施設を検討し、省

エネルギー化への取組や、必要な教室・設備の整備を進めるなど、可能

な限り良好な教育環境の確保を目指します。 

 

(エ)地域における公共施設の集約化や複合化 

児童生徒の安全性の確保や教職員の負担に十分に配慮しつつ、公共施

設等総合管理計画における「公共施設の最適配置基本方針」による検討

や公共施設の個別施設計画と、本計画との連携を行い、計画的に集約化

や複合化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ)既存学校教育施設の適切な維持管理 

官民連携手法の積極的な活用により、民間事業者等の資金・施設・

創意工夫等を積極的に活用し、市の財政負担の軽減を行います。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 4-1 各計画の基本方針一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 各計画の基本方針一覧 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

②目標使用年数、改修周期の設定 

  鉄筋コンクリート造の学校施設の法定耐用年数は、47年となっていま

すが、これは税務上減価償却費を算定するためのものです。文部科学省

が示す「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き」によれば、物理的

な耐用年数はこれより長く、適切な維持管理がなされ、コンクリート及

び鉄筋の強度が確保される場合には 70～80 年程度、さらに、技術的に

はそれ以上持たせるような長寿命化も可能とされていることから、これ

らを考慮し、市では目標使用年数を以下のとおり設定します。 

 

4-2 改修周期の設定一覧 

 

 

 

 

 

②目標使用年数、改修周期の設定 

  鉄筋コンクリート造の学校施設の法定耐用年数は、47年となってい

るが、これは税務上原価償却費を算定するためのものです。文部科学

省が示す「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き」によれば、物

理的な耐用年数はこれより長く、適切な維持管理がなされ、コンクリ

ート及び鉄筋の強度が確保される場合には７０～８０年程度、さら

に、技術的にはそれ以上持たせるような長寿命化も可能とされている

ことから、これらを考慮し、本市では目標使用年数を以下のとおり設

定します。 

表 4-2 改修周期の設定一覧 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

表 4-3 長寿命化のイメージ（長寿命化 3型の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3 長寿命化のイメージ 
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第５章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

（１）改修等の整備水準 

①従来の水準 

市ではこれまでも旧耐震基準で建設された校舎・体育館は、耐震改修と

あわせた大規模改修工事において、耐久性向上として屋上防水改修や外壁

改修の実施、ライフライン設備更新として各種設備の更新や直結増圧給水

方式への改修を行い、さらには教育環境向上としてトイレの全面改修、エ

レベーター設置を含むバリアフリー化を進めてまいりました。 

 

また、平成 31 年度に普通教室、令和 5年度に特別教室へ空調設備を導

入するなど、施設水準の維持・向上に努めてきたところです。（表 5-1,2 

これまでの改修状況一覧参照） 

これから大規模改修工事を行う新耐震基準で建設された校舎・体育館に

ついては、これまでと同等水準の工事を行うことにより、原状回復に加え

社会的要求水準への対応を図ります。 

また、長寿命化改修の周期を迎える施設については、長寿命化改良事業の

交付要領に即した必須及び原則実施する工事細目を行うとともに、社会的

要求水準に対応するため、防犯・防災機能の向上や公共施設等総合管理計

画における「公共施設の最適配置基本方針」による検討、公共施設の個別

施設計画と連携します。 

さらに、今後大規模改修等の際には、「ZEB-Ready」の達成や、「少人数

教育」への対応、「GIGA スクール」の学びの実現、ICT を活用した空間設

第５章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

（１）改修等の整備水準 

 

本市ではこれまでも旧耐震基準で建設された校舎・体育館は、耐震改

修とあわせた大規模改修工事において、耐久性向上として屋上防水改修

や外壁改修の実施、ライフライン設備更新として各種設備の更新や直結

増圧給水方式への改修を行い、さらには教育環境向上としてトイレの全

面改修、エレベーター設置を含むバリアフリー化を進めてまいりまし

た。 

また、平成 31 年度には全校の普通教室へ空調設備を導入するなど、施

設水準の維持・向上に努めてきたところです。（表 5-1,2 これまでの改

修状況一覧参照） 

これから大規模改修工事を行う新耐震基準で建設された校舎・体育館

については、これまでと同等水準の工事を行うことにより、原状回復に

加え社会的要求水準への対応を図ります。 

また、長寿命化改修の周期を迎える施設については、長寿命化改良事業

の交付要領に即した必須及び原則実施する工事細目を行うとともに、社

会的要求水準に対応するため、防犯・防災機能の向上や市民と意見交換

を行い策定される公共施設の個別施設計画と連携します。 
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計による「設備の高機能化・多機能化」などについて、最新の他団体事例

や各種データも参考に、取り組んでまいります。 
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表 5-1 これまでの改修状況一覧（小学校分） 

 

表 5-1 これまでの改修状況一覧（小学校分） 
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表 5-2 これまでの改修状況一覧（中学校）  

 

表 5-2 これまでの改修状況一覧（中学校）  
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（２）維持管理の項目・手法等 

 市では、各学校施設の維持管理を効率的・効果的に行うため「第３章②

学校施設の老朽化状況の実態」において把握した状況と、建築基準法第 12

条点検等を通じて効率的な点検・評価を進めます。 

また、学校を含む公共施設では、設備機器等の保守管理、点検、法定検

査、維持管理等の業務を包括的に委託することにより、業務の効率化と施

設の維持管理に係る品質の向上、事務量の軽減を図る公共施設包括管理業

務委託を令和 3年度から導入しています。引き続き同業務委託を実施し、

さらなる業務の効率化等の実効性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）維持管理の項目・手法等 

 本市では、各学校施設の維持管理を効率的・効果的に行うため「第３

章②学校施設の老朽化状況の実態」において把握した状況と、建築基準

法第１２条点検等を通じて効率的な点検・評価を進めます。 

また、学校を含む公共施設の電気工作物や消防設備等は、毎月、対象

施設の巡回点検を行い、点検時の簡易修繕や劣化・修繕箇所の抽出を行

う包括施設管理業務委託の導入を検討し、予算配分の最適化を進めま

す。 
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第６章 長寿命化の実施計画 

（１）・改修等の優先順位付けと実施計画 

①改修等の優先順位付け 

「第２章（２）学校施設の老朽化状況の実態」における劣化順位が上

位の中で、改修周期を迎える施設を優先することとしますが、公共施設

等総合管理計画における「公共施設の最適配置基本方針」による検討や

公共施設の個別施設計画と、本計画とを連携することにより随時見直し

ます。 

また、優先順位の高い施設から順次改修等を前提としますが、児童・

生徒の安全性の確保を最優先とし、安全・安心で快適な教育環境の維持

を図るため、局所的に損傷が激しい施設の部分的な修繕等を計画的に実

施していく必要があります。 

 

②実施計画 

 本計画における実施計画は、基本方針に基づいて、整備方式や内容及び

スケジュールを決定し、大規模改修並びに長寿命化改修及び改築を併用し

て整備費用のバランスをとるものとします。また、開始時期は市の総合計

画に併せて令和 3年度として、その後 10年間を 2期に分けて計画しま

す。今回の改定は、2期目開始時点の定期見直しに該当します。 

 なお、本計画は、定期見直しに加え、必要に応じて随時見直すものとし

ます。 

 

第６章 長寿命化の実施計画 

（１）・改修等の優先順位付けと実施計画 

①改修等の優先順位付け 

「第３章②学校施設の老朽化状況の実態」における劣化順位が上位

の中で、改修周期を迎える施設を優先することとしますが、各地域に

おいて市民と共に検討し策定される公共施設の個別施設計画と、本計

画との連携することにより随時見直します。 

 

また、優先順位の高い施設から順次改修等を前提としますが、 

 

局所的に損傷が激しい施設の部分的な修繕等を計

画的に実施していく必要があります。 

 

②実施計画 

  本計画における実施計画は、基本方針に基づいて、整備方式や内容

及びスケジュールを決定し、大規模改修並びに長寿命化改修及び改築

を併用して整備費用のバランスをとるものとします。また、開始時期

は本市の総合計画に併せて令和 3年（2021 年）度として、その後 10

年を 2期に分けて計画します。 

  なお、この計画は必要に応じて随時見直すものとします。 
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表 6-1 整備方式 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-1 整備方式 
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表 6-2 実施計画表の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-2 実施計画表の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　学校名・業務内容を示す 築年数を示す

54 55 56 57

白井中基本設計
６２（校舎）

白井中実施設計
６２（校舎）

白井中工事1期
６２（校舎）

白井中工事2期
６２（校舎）

53 54 55 56

白井中基本設計
８０（体育館）

白井中実施設計
８０（体育館）

白井中工事1期
８０（体育館）

白井中工事2期
８０（体育館）

　　　　　　　　　施設の系列を示す

　　　　　　　劣化順位を示す
設計業務を示す

工事を示す

（施設修繕計画に記載あり）

工事を示す

（施設修繕計画に記載なし）

工事監理を示す
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表 6-3 大規模改修～長寿命化改修 実施計画 

 

表 6-2 大規模改修～長寿命化改修 実施計画 
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表 6-4 長寿命化改修～改築 実施計画 

 

表 6-3 改築 実施計画 
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（２）長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と

今後の方針～ 

今回計画した実施計画における長寿命化コストの見通しは、40 年間で

741 億円、1年当たりの平均額は 19 億円が必要となり、令和 3年度から令

和 7年度までの直近 5年間に要した施設関連経費の平均年額である 8.9 億

円に対し、約 2倍・もの経費が必要という結果となりました。 

令和 2年 8月に本計画を策定した際には、令和 2年度から 40 年間で 485

億円、1年当たりの平均必要額を 12 億円と試算しており、コストの見通し

は大幅に悪化しています。 

直近 10 年の見通しは、178 億円（2期目 26 億円、3期目 152 億円）とな

り、年平均 18 億円を要することになります。市の財政状況から財政負担

が多く、将来の施設マネジメントに問題を抱えることが予想されるため、

本計画を推進していくため、国庫補助制度等を有効に活用するとともに基

本方針のさらなる推進を図る必要があります。 

 施設の長寿命化は、突発的な大規模修繕や建替えの頻度を減らし、ライ

フサイクルコストを抑えることができます。また、長期的な視点で予算計

画が立てやすくなり、財政負担の平準化が可能です。一方で、目標使用年

数経過後の施設の規模を建替後も維持することを前提とした場合は、ライ

フサイクルコストの削減効果が限定的になってしまいます。そのため、長

寿命化した施設の全てを単純に更新するのではなく、学校規模の適正化や

複合化を検討し、更新コストを削減する必要があります。 

また、市においても、これまでコスト削減施策に積極的に取り組んでき

（２）長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題

と今後の方針～ 

今回計画した実施計画（5年 2期）における長寿命化コストの見通し

は、49.5 億円（1期目 19.6 億円、2期目 29.9 億円）となり、年平均 4.9

億円を要することになります。 

 

 

 

 

 

本市の財政状況から財政負

担が多く、将来の施設マネジメントに問題を抱えることが予想されるた

め、本計画を推進していくため、国庫補助制度等を有効に活用するとと

もに基本方針の更なる推進を図る必要があります。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

たものの、これらの取組の進展を上回る速度で物価上昇等によりコストが

増加していくものと考えられます。このような環境下では、必要な施設整

備を後年度に先送りすると、当初よりコストが増大する可能性がありま

す。そのため、将来の学校施設のあり方に関する全庁横断的な調査研究の

進捗を注視しつつ、必要な工事には速やかに着手する必要があります。資

金調達や資金運用の財政面も踏まえると、物価等の影響を最小限にするた

めにも、各年度の工事費を平準化することも重要であるといえます。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

第７章 長寿命化計画の継続的運用方針 

（１）情報基盤の整備と活用 

公共施設カルテを活用し、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運

営経費、工事履歴や劣化情報を集約し、管理体制を強化していきます。 

また、これらのデータをもとに施設の現状や課題を把握し、計画的な維

持管理や更新・改修の優先順位付けを行うことで、学校施設の長寿命化と

効率的な運営を目指します。さらに、市長部局も含めた関係部署との情報

共有を推進し、資産の有効活用など計画的な取組を進めていきます。  

 

（２）推進体制等の整備 

 学校施設の所管課である教育総務課において、本計画を含む学校施設の

マネジメントを行っていくことになりますが、公共施設等総合管理計画に

おいて、「公共施設等に係るマネジメントの取組をさらに推進するために

は、市全体としての課題と基本方針を共有し、さらに共有した情報を活用

して、全庁横断的な取組を可能とするための実効性のある体制を構築」す

ることとしているため、必要に応じて市長部局の財政部門及び公共施設マ

ネジメント担当部門と全庁横断的な検討体制を構築し、長寿命化等に係る

施設整備を推進してまいります。 

 また、日常の施設管理の質を向上するため、市長部局とともに包括施設

管理業務委託による毎月の巡回点検や各種報告書を活用して不具合箇所の

早期把握と対応を図ってまいります。 

 

第７章 長寿命化計画の継続的運用方針 

（１）情報基盤の整備と活用 

公共施設カルテを活用し、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする

運営経費、工事履歴や劣化情報を集約し、管理体制を強化していきま

す。 

 

 

 

 

（２）推進体制等の整備 

 学校施設の所管課である教育総務課において、本計画を含む学校施設

のマネジメントを行っていくことになりますが、 

 

 

 

必要に応じて市長部局の財政部門及び

営繕担当部門と全庁横断的な検討体制を構築し、長寿命化等に係る施設

整備をおこなってまいります。 

 また、日常の施設管理の質を向上するため、市長部局と共に包括施設

管理業務委託による毎月の巡回点検や各種報告書を活用して不具合箇所

の早期把握と対応を図ってまいります。 
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新（改 定 後） 旧（前 計 画） 

（３）フォローアップ 

 本計画は、学校施設の改修や建替えの優先順位を設定するもので、白井

市総合計画の中で実施年次等を精査していきます。また、事業の進捗状

況、劣化状況など最新の結果を反映して本計画は見直しを図ります。 

 

（３）フォローアップ 

 本計画は、学校施設の改修や建替えの優先順位を設定するもので、白

井市総合計画の中で実施年次等を精査していきます。また、事業の進捗

状況、劣化状況など最新の結果を反映して本計画は見直しを図るものと

します。 

 


